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随時監査結果報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定により、随時監査を実施したので、同条

第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 



随時監査結果報告書 

第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ 

委託料に関する事務 

 

 ２ 監査の目的 

    委託に関する事務が、法令等の定めるところによって適正に執行され、

かつ、効率的であったといえるがどうかを検証することを目的とした。 

 

３ 監査の対象 

監査の対象とした平成２１年度の委託業務執行について、２０課から

抽出した３２７件の内、１０課４４件の委託業務 

 

４ 監査の実施期間 

平成２２年６月１８日から平成２３年２月７日まで 

 

５ 監査の方法 

監査の対象となった委託料に関する事務について、担当課から関係書

類等の提出又は提示を求め、質問その他の方法によって監査を実施した。 

 

第２ 監査の結果 

監査の結果、総括的な意見は次のとおりである。 

①委託料の積算根拠が不明瞭なものが多い 

②届出書類の不備なものが多い 

③履行確認が適正でないものが多い 

委託料の積算根拠については、専門的業務のため、業者からの見積り

に頼っており、契約の内容に基づく合理的な積算はできてない。 

届出書類については、業者の仕様書もしくは契約書を用いているもの

もあるため、契約書に記載の書類が未提出である。 

履行確認については、契約書どおりに履行されたかを確認する書面等

に不備がある。 

ただし、３年間の長期継続契約を締結している業務については、平成

２２年度の契約更新の際に改善を図られている部分もある。 

    個々の業務についての指摘事項等は別添のとおりであり、今後は適正

な事務処理をすべきである。 



委託事業指摘一覧

科　　目
（　目　）

委　託　事　業　名
（　番 号　）

指　　　　　摘　　　　　等

福祉生活課
社会福祉総務費
3－１－１

瑞福委第２４号
心配ごと相談所委託

①随意契約理由が、地方自治法施行令第167条の2第4号で
あるのは不適切なため、是正すべきである。
②委託先からの見積書提出日と契約日が同日なのは是正
すべきである。
③委託料の内訳は、弁護士費用と収入印紙代だけで委託と
は言い難い。委託先の（福）瑞穂市社会福祉協議会の事業
にして補助金対応できないか検討願いたい。

福祉生活課
障害者福祉費
3－１－3

瑞福委第９号
福祉作業所事業委託料

①随意契約理由が、地方自治法施行令第167条の2第4号で
あるのは不適切なため、是正すべきである。
②市の委託料と（福）瑞穂市社会福祉協議会の受託料が一
致していないのは是正すべきである。

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

介護保険事務委託
（訪問介護）

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

介護保険事務委託
（通所介護）

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

介護保険事務委託
（居宅介護支援）

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

社会福祉事業委託
（高齢者介護予防自立支援事
業）訪問

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

社会福祉事業委託
（高齢者介護予防支援事業）通
所

児童高齢福祉課
福祉センター費
３－１－７

施設管理委託料

児童高齢福祉課
老人福祉費
３－１－4

一般高齢者介護予防事業
（介護予防委託）

①契約書第１条の「介護保険法第１１５条の３８第１項」は誤り
なので是正すべきである。

秘書広報課
文書広報費
２－１－２

秘委第５号
瑞穂市サテライト型FM放送事業
パーソナリティ業務委託

①「もくようみずほ」を市役所、巣南庁舎以外の公共施設でも
放送できないか検討願いたい。
②平常時の有効活用を検討願いたい。
③委託料はアナウンサーの相場で積算されているので、積
算根拠の明確化に努められたい。
④委託先と番組パーソナリティー・市民レポーターとの契約・
賃金を把握しておくべきである。

都市開発課
道路改良費
８－２－２

都開委第8号
七崎・居倉丈量測量業務

①2度の変更契約を行っているが、いずれも約款に記載され
ている「指示等」、「変更協議」の書面が備え付けられていな
いのは違反なので是正すべきである。

都市開発課
道路改良費
８－２－２

都開委第7号
穂積字東原丈量測量業務

①変更契約を行っているが、約款に記載の書面が備え付け
られていないのは違反なので是正すべきである。
②監督員通知の約款条文が違っているので是正すべきであ

都市開発課
道路改良費
８－２－２

都開委第16号
市内物件移転補償調査業務

①変更契約で減額を行っているが、協議書が備え付けられ
ていないのは違反なので是正すべきである。

都市開発課
都市計画総務費
８－４－１

都開委第28号
景観計画策定基礎調査業務

①当委託を踏まえたうえで、平成22年度「策定業務委託」が
予算計上されているが、公園計画優先のため保留になって
いる。基礎調査結果の有効活用を図るためにも景観計画策
定のスケジュールを早急に立てて実行するべきである。

都市開発課
都市再生整備事業費
８－４－７

都開委第18号
まちづくり協議会運営補助業務

①調査職員の通知を行っているが、約款に基づいていない
ので是正すべきである。

都市開発課
都市再生整備事業費
８－４－７

都開委第10号
犀川子どもの水辺協議会運営補
助業務

①積算基準の根拠が不明確（人件費の歩掛り、経費算出と
率）なので明確になるよう努められたい。

①事務手続きからすると契約日が矛盾するので是正すべき
である。
②契約書に「事業計画書」、「事業報告書」の提出が明記さ
れているので遵守すべきである。
③条例に基づく事業のため積算は難しいと思われるので、
事業報告書に基く積算を検討してはどうか。

①契約書に「事業計画書」、「事業報告書」の提出が明記さ
れているので遵守すべきである。
③条例・規則に基づく事業のため積算は難しいと思われるの
で、事業報告書に基く積算を検討してはどうか。
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科　　目
（　目　）

委　託　事　業　名
（　番 号　）

指　　　　　摘　　　　　等

都市開発課
都市再生整備事業費
８－４－７

都開委第17号
まちづくり交付金事業後評価
シート作成業務

①当事業結果を今後の事業への有効活用に努められたい。

都市管理課
労働諸費
５－１－１

都管委第5４号
防護柵点検､補修委託

特になし

都市管理課
河川維持修繕費
８－３－２

都管委第31号
桜の木管理委託

①積算見積徴収業者数は1社ではなく複数の業社にすべき
である。
②「花と水の回廊」づくりによる桜の植樹で、管理する本数は
増えるので、費用が安くて効果が大きい消毒薬を検討いた
だきたい。

都市管理課
河川維持修繕費
８－３－２

都管委第43号
河川花木育成業務委託

①第２回目の変更契約書の締結日が当初の契約日になって
いるのは不適正である。第1回変更契約日に訂正するべきで
ある。
②監督員通知の約款条文が違っているので是正すべきであ
る。
③変更契約を行っているが、「変更協議」の書面が備え付け
られていないのは違反なので是正すべきである。
④剪定した枝の処分を「美来の森」で行うことにより、経費を
削減できないか検討願いたい。

都市管理課
駅対策費
８－４－４

都管委第42号
穂積駅前広場周辺緑地管理委
託

①添付されていない作業写真があり履行確認ができてない
ので是正すべきである。

教育総務課
学校管理費
10-3‐1、10‐4‐1

教委第11号
学校施設管理業務（小学校分・
中学校分）

①積算が行われてないので、毎年積算すべきである。
②契約締結前に空気環境測定が行われているのは違反な
ので是正すべきである。
③砂場管理の完了届提出の際、添付する「実績行程表」が
ないので是正すべきである。
④「着手届」が備え付けられていないので是正すべきであ
る。
⑤履行確認の徹底を図るべきである。
※みずほ公共サービスとの契約は他の契約と一括してでき
ないか検討願いたい。（管財情報課）

生涯学習課
体育施設費
１０－７－３

瑞教生第40号
体育施設等管理業務委託（植栽
管理）

①積算が行われてないので、毎年積算すべきである。
②新年度予算議決前に見積書を聴取して契約金額を確定
するのは不適正なので是正すべきである。
③施設が市内各所に点在しているので履行確認の方法を確
立するべきである。
※みずほ公共サービスとの契約は他の契約と一括してでき
ないか検討願いたい。（管財情報課）

児童高齢福祉課
児童福祉総務費
３－２－１

瑞児高委第38号
瑞穂市立南小学校区学童保育
所設計業務委託

①業務完了の提出書類として「納品書」が挙げられているが
備え付けられていないので是正すべきである。
②変更契約を行っているが、問題は当初の全体計画にあっ
たと思われる。以後このようなことがないようにすべきである。

児童高齢福祉課
児童福祉総務費
３－２－１

瑞児高委第38号
瑞穂市立南小学校区放課後児
童クラブ室新築工事監理委託
（仮称）

特になし

児童高齢福祉課
保育所費
３－２－４

瑞情委第5‐4号
（瑞児高委第３号）
施設清掃業務委託
（保育所施設清掃業務委託）

①現在の委託料は、前年度の実績に基づくもので適正との
判断がしがたい。今後は、適正な委託料を積算をすべきであ
る。
②完了写真が添付されてない業務があるので、備え付けて
おくべきである。

教育総務課
中学校施設整備費
10-4-1

教総委第40号
穂積中学校校舎改築実施設計
委託業務

①第２回目の変更契約書の締結日が当初の契約日になって
いるのは不適正である。第1回変更契約日に訂正するべきで
ある。
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科　　目
（　目　）

委　託　事　業　名
（　番 号　）

指　　　　　摘　　　　　等

教育総務課
学校建設費
10-4-3

教委第38号
瑞穂市立穂積中学校校舎改築
工事監理委託

特になし

教育総務課
学校管理費
10‐3-1、10-4-1

教委第5号
小中学校清掃委託

①平成２２年度より物価単価により積算しているとのことなの
で、今後も適正な積算に努められたい。
②契約期間が契約日から３月３１日となっているが、業務の
内容からすると３月３１日までは必要ないと思われるので検討
願いたい。
③学校施設のため教育総務課職員が作業の確認をするの
は大変と思われるので、学校の職員が確認をして、確認書類
を提出してもらうようにすべきである。

教育総務課
給食センター管理費
10-７-５

瑞情委第5‐4号
（教委第５号）
施設清掃業務委託
（瑞穂市給食センター施設清掃
委託）

①現在の委託料は、前年度の実績に基づくもので適正との
判断がしがたい。今後は、適正な委託料を積算をすべきであ
る。
②所長が立ち会いのもとで清掃作業が実施されるために完
了写真が添付されてないが、他の施設同様提出させたほう
ががよいと思われる。
③委託料は４半期ごとに、清掃終了後の翌月末日までに支
払う契約になっているが、違反している月があるので、遵守
するか契約内容を変更すべきである。

生涯学習課
図書館費
10－6－5

瑞総委第33‐2号
（教図委第21号）
施設清掃業務委託
（瑞穂市図書館清掃委託業務）

瑞総委第33‐2号
（教図委第12号）
施設清掃業務委託
（瑞穂市西部複合センター清掃
委託業務）

生涯学習課
公民館費
10－6－4

瑞総委第33‐1号
（瑞教生委第91号）
施設清掃業務委託
（市民センター清掃業務委託）

瑞情委第5‐5号
（瑞教生委第3号）
施設清掃業務委託
（巣南公民館及び多目的ホー
ル・ふれあいホール・就業改善セ
ンター）

生涯学習課
総合センター費
１０－６－６

瑞総委第33‐1号
（瑞教生第90号）
施設清掃業務委託
（総合センター清掃業務委託）

管財情報課
財産管理費
2-1-4

瑞総委第33‐1号
施設清掃業務委託
（庁舎清掃委託）

児童高齢福祉課
福祉センター費
３－１－７

瑞総委第5‐5号
（瑞児高委第5号）
施設清掃委業務託
（老人福祉センター施設清掃業
務）

①これまでの積算根拠は、業者の見積り金額そのものだった
が、平成22年度の契約更新時から積算するように変更され
た。今後も適正な積算に努められたい。
②仕様書の特記事項の一部が遵守されてなかったが、平成
２２年度より是正された。今後も約款通り業務遂行に努められ
たい。
③施設によっては日常清掃を（財）瑞穂市施設管理公社に
委託しているので、一度比較検討願いたい。
④施設ごとにそれぞれの仕様書になっているが、統一した仕
様書にできないか検討願いたい。
⑤清掃業務として全施設をまとめて契約できないか検討願
いたい。
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科　　目
（　目　）

委　託　事　業　名
（　番 号　）

指　　　　　摘　　　　　等

生涯学習課
公民館費
10－6－4

瑞教生委第55号
瑞穂市民センターエレベーター
保守管理委託

生涯学習課
図書館費
10－6－5

教図分委第13号
エレベーター保守点検委託業務
（複合センター）

生涯学習課
図書館費
10－6－5

教図分委第23号
エレベーター保守点検委託業務
（図書館）

生涯学習課
総合センター費
10－6－6

瑞教生委第96号
総合センターエレベーター保守
点検業務委託

総務課
防災施設費
9-1-6

瑞児高委第48号
牛牧北部防災コミュニティセン
ターエレベーター保守委託

管財情報課
財産管理費
 2-1-4

瑞総委第34号
市役所エレベーター保守管理委
託

市民窓口課
財産管理費
2－１－4

瑞市窓委第5号
巣南庁舎エレベーター保守点検
業務

①これまでの積算根拠は、業者の見積り金額そのものだった
が、平成22年度の契約更新時から積算するように変更され
た。今後も適正な積算に努められたい。
②「業務着手届」、「業務完了届」、「検査調書」が整ってない
ので、是正すべきである。
③点検に派遣されてくる技術者の保有資格等の把握をすべ
きである。
④建築基準法で定められている「法定点検」もしくは通常点
検に毎年1回は職員が立ち会うべきである。
⑤委託料は月ごとに支払っているが、年額を前納すると割引
があるエレベーターもあるので支払方法を検討願いたい。
⑥施設ごとにそれぞれの仕様書になっているが、統一した仕
様書にできないか検討願いたい。
⑦通常点検を月に2回行っているエレベーターと月1回のエ
レベーターがあるので、2回必要なのか検討いただきたい。
⑧総合センターは、小荷物専用昇降機の点検を委託してい
るが、施設の竣工当時から使用されてないようである。委託
はもとより昇降機そのものの必要性を見直すべきである。
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